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※道路に面した倒壊寸前の建物や隣接住宅に被害を及ぼすおそれがある全壊家屋等
については、町が緊急に解体・撤去を要請することがあります。
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被災家屋

基礎
地面
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地下室
地面
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庭木・庭石

基本的に対象外。解体工
事に支障がある場合は対
象となる可能性がある。

よう壁

基本的に対象外

浄化槽・便槽

住宅、事務所等と一体的に解体
する場合のみ撤去可能（管は撤
去しない）。
災害以前に使用を中止し、埋設
されているものは対象外。
客土はしない。

ブロック塀

基本的に対象外。
解体工事に支障がある場
合は対象となる可能性が
ある。

倉庫・物置・離れ等

「半壊」以上で、生活環境
保全上必要であれば対象。

道 路

倉庫・物置
・空き家



カーポート・車庫

カーポートは住宅、事務所等と
一体的に解体する場合に限る。
この場合、基礎の撤去も可。
敷設物を一緒に解体することも
可能だが、範囲は最小限とする。

大型給湯器

住宅、事務所等と一
体的に撤去可

ソーラーパネル・アンテナ

建物と一体的に撤去可。使用を継続す
る場合は，所有者が外し保管しておく
こと
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➀
申
請
書
類
の
配
布

②
必
要
書
類
の
準
備

③
受
付
・
審
査

④
現
地
調
査

⑤
決
定
通
知
書
の
発
行

⑥
工
事
前
立
会

⑦
解
体
・
撤
去
工
事

⑧
完
了
立
会

⑨
完
了
通
知
の
送
付

※事前に電話予約をお願いします。
電話番号：０７６７－３２－９３２１
申請書類の配布時に、窓口で予約も可能です。

※「④現地調査」の際に立会を
お願いすることがあります。
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▢

▢

※申請書の記載方法等につい
て、窓口で相談を受けます。
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➀
申
請
書
類
の
配
布

②
必
要
書
類
の
準
備

③
受
付
・
審
査

④
現
地
調
査

⑤
償
還
額
の
算
定

⑥
交
付
決
定
通
知

⑦
請
求
書
の
提
出

⑧
償
還
金
支
払
い

※事前に電話予約をお願いします。
電話番号：０７６７－３２－９３２１
申請書類の配布時に、窓口で予約も可能です。
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▢

※申請書の記載方法等について、
窓口で相談を受けます。
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